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まえがき
本書の英語版は『NEMA StandardsPublicationNo. ICS 1.1-1987』(副題『Safety Guidelinesfor the
Application,InstallationandMaintenaceof Solid stateControl』)に準拠して記載しています。
本書では、NEMA規格の原文の翻訳を左欄 (「NEMA規格」)に記載し、右欄 (「説明」)にアレン・ブラ
ドリー社による注釈を記載しています。この注釈はNEMA規格の補足説明であり、産業用ソリッドス
テート装置の特徴についての読者の理解を助けることを目的に書かれています。アレン・ブラドリー社
は、右欄の注釈以外のNEMA規格の部分には一切関知しません。

本版は、SGI-1.1 - April, 1990の和訳です。 SGI-1.1を正文といたします。

『NEMA StandardsPublicationNo. ICS 1.1-1984, Rev. No. 1 - October1987』の入手先は次の通りです。
NationalElectrical ManufacturersAssociation,2101 L Street, N.W., Washington,D.C. 20037

NEMA規格
適用範囲：この規格はソリッド・ステート・コント
ロールのアプリケーション、設置、保守に関する全
般的な指針を示すことを目的としています。ここで
いうソリッド・ステート・コントロールとは、ソ
リッド・ステート・コンポーネントが組込まれた独
立した機器かアセンブリパッケージを指します。こ
の指針は特に作業員の安全に重点を置いています。
このNEMA規格の該当事項とともに製品の使用説明
書にも従うことが大切です。

説明
(補足の注釈 -『NEMA StandardsPublicationNo.
ICS-1.1』の一部ではない。)

適用範囲
本書 (SGI-1.1)の適用範囲は、左欄に述べられている
『NEMA StandardsPublicationNo. ICS 1.1』の適用範
囲と同じです。

第1章 定義
電気的ノイズ：コントロール、その回路、およびシ
ステムに有害な影響を与える可能性のある望ましく
ない電気エネルギー。電気的ノイズには電磁障害
(EMI)と電波妨害 (RFI)があります。

耐ノイズ性：明白に規定された電気的ノイズにコン
トロールが耐えうる度合。

電磁障害 (EMI)：電子デバイスの性能低下、誤動
作、故障という形で現われる電磁障害 (IEC規格)。

オフ電流：オフ状態のソリッドステート装置に流れ
る電流。

オフ状態：制御信号の非印加時のソリッドステート
装置の状態。

オン状態：導通時のソリッドステート装置の状態。

無線周波妨害 (RFI)：RFIはEMIと同じ意味で用いら
れます。EMIの方が後で定義され、電磁スペクトル
の全域を含むのに対し、RFIは無線周波数帯 (一般に
は10KHz～10GHz)に限定されています (IEC規格)。

サージ電流：瞬間的に定常電流を超える電流が発生
すること。一般に、そのピーク振幅と継続時間で特
徴づけられます。

過渡電圧：瞬間的に定常電圧を超えるピーク電圧が
発生すること (例えば、スイッチング機器の動作時
など)。
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第2章 概要
(第2章～第5章は『AuthorizedEngineeringInformation
11-15-1984』と分類されています。)

ソリッド・ステート・コントロールは、エレクトロ
メカニカルコントロールと同じような制御機能を実
現しますが、ソリッド・ステート・コントロール固
有の特性に注意しなければなりません。

ソリッド・ステート・コントロールのアプリケー
ション、設置、保守に関して特に注意すべき事項を
以下の2.1項～2.7項で説明します。

概要に関する注釈
ソリッドステート装置には高速、小型で非常に複雑
な機能を扱えるなど多くの利点がありますが、エレ
クトロメカニカル装置とは基本的な動作特性や環境
条件に対する感応性が異なります。また、超過スト
レス故障が生じる機構も異なります。

以下の注釈は、産業用ソリッドステート装置の動作
特性、環境条件、故障モードについての読者の理解
を助けることを目的としています。このような機器
の選定、設置、使用、保守に携わる人々は、ここに
述べられている知識に基づいて適切な判断を行な
い、性能および安全面での支障が生じないようにし
なければなりません。

2.1 周囲温度
製造業者の指定する周囲温度の範囲を超えないよう
にしなければなりません。

C.2.1 周囲温度
周囲温度とは開放状態のソリッドステート装置を直
接取り巻く空気の温度のことです。機器を筐体の内
部に設置する場合は、その筐体内部の空気の温度が
周囲温度として問題となります。ソリッド・ステー
ト・コンポーネントの製造業者は通常、周囲温度40
℃におけるコンポーネントの故障率を公表していま
す。経験測ですが、10℃の周囲温度上昇でコンポー
ネントの故障率は2倍になります。このように故障率
は指数的に増大するので、周囲温度は可能な限り低
く抑えなければなりません。

3.6.1項および3.6.2項も参照してください。

2.2 電気的ノイズ
ソリッド・ステート・コントロールの性能は電気的
ノイズによって左右されます。一般にシステムの設
計では一定レベルの耐ノイズ性が考慮されます。耐
ノイズ性は、3.4.2項で説明されているテストに基づ
いて決定されます。ノイズの影響を減らすために
は、製造業者の推奨する設置方法に従うことが大切
です。

C.2.2 電気的ノイズ
一般にソリッドステート装置はエレクトロメカニカ
ル装置よりも電気的ノイズに対する感応性が高いの
が普通です。理由は明らかです。エレクトロメカニ
カル装置の動作機構では、機械的な接点を閉じてそ
れをオン状態に保持するのに十分な、機械的持続力
に変換される電気エネルギーを明示的に投入する必
要があります。ランダムな電気的ノイズのほとんど
は、そのような機械的な力を発生させるだけのエネ
ルギーを持ちません。

一方、ソリッドステート装置の動作機構は事情が
まったく異なります。明示的に投入される電気エネ
ルギーは、分子構造内の荷電粒子の配置を変化させ
るために使われます。この分子レベルの変位によっ
て電気的な特性が絶縁体から導体へと (またはその
逆)変化します。

これに必要なエネルギーレベルは大変低いもので
す。さらに、SCR、トライアック、ロジックゲート
などのコンポーネントは自己保持性を有しているた
め持続信号も必要ありません。ランダムな電気的ノ
イズのほとんどは、低エネルギーで瞬間的に発生し
ます。明示的な信号とランダムなノイズを区別する
ことは難しいので、これらのデバイスはより過敏に
なります。そうした理由から、電気的な環境条件と
ノイズ除去に特に注意しなければなりません。

3.4、3.4.1、3.4.2、3.4.3の各項も参照してください。
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2.3 オフ電流
一般に、ソリッド・ステート・コントロールではオ
フ状態のときも小さな電流が流れています。この点
に関して回路の性能維持と作業員の安全確保の両面
で予防措置が必要です。この電流値に関する情報は
製造業者から入手できます。

C.2.3 オフ電流
オフ電流は、漏れ電流とも呼ばれます。ソリッドス
テートの「接点」は、固体物質が内部的に導体から
絶縁体に変化することによってオンからオフへ切換
わります。完全な絶縁体は存在しないので、デバイ
スに電圧が印加されている限りつねにある程度の漏
れ電流が生じることになります。漏れ電流が存在す
るためオフ状態は開放状態を意味しません。ここで
注意すべき点は、ソリッドステート装置をオフ状態
にしても感電事故の可能性はなくならないというこ
とです。

ソリッドステート装置とエレクトロメカニカル装置
のどちらについても、ソリッド・ステート・コント
ロールの入力として使用する場合は、いっしょに使
用するソリッドステート装置との適合性に注意しな
ければなりません。ソリッドステート装置は上で説
明したようにオフ電流が必ず生じます。また、エレ
クトロメカニカル装置も経年変化などで絶縁性能が
低下すると、オフ状態でも小さな電流が流れること
があります。例えば、オフ状態のときカーボンブラ
シが絶縁部分と接触するようなスイッチング装置で
は、そのブラシによって導電性の膜が絶縁部分に沈
着することがあります。ソリッドステート装置の誤
動作 (予期せぬオンやオフ不能)をひき起こすのに十
分な大きさのエラー信号を発生させる可能性のある
入力装置は、ソリッド・ステート・コントロールで
は使わないでください。

3.5.2項も参照してください。

2.4 極性
印加する電圧の極性を間違えるとソリッド・ステー
ト・コントロールを破壊する恐れがあります。ソ
リッド・ステート・コントロールの極性を間違えな
いようにしなければなりません。

C.2.4 極性
極性を間違えると、制御機器の破損や予期しない動
作が生じることがあります。制御機器やプロセスの
予期しない応答によって人身事故が発生する恐れも
あります。

3.3.2項も参照してください。
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2.5 電圧上昇率、電流上昇率
(DV/DT, DI/DT)

ソリッド・ステート・コントロールは、電圧/電流の
急激な変化によっても、その上昇率 (DV/DT、
DI/DT)が製造業者指定の最大許容値を超えると影響
を受けます。

C.2.5 電圧上昇率、電流上昇率
(DV/DT, DI/DT)

DV/DTは、ソリッドステート装置の電源端子に印加
される電圧の上昇率の最大許容値を表します。
DV/DTを超える上昇率の電圧が印加された場合、入
力信号がなくても装置がオンに切換わることがあり
ます。急激な電圧変化の原因としては高周波の電気
的ノイズが考えられます。

誘導性負荷を、そこに貯えられているエネルギーが
放散しないうちに高速でオフにした場合も高DV/DT
が生じます。この高速スイッチングによって生じる
「誘導キック電圧」はDV/DTの許容値を簡単に超え
てしまいます。

DI/DTは、オフからオンに切換えたときの電流上昇
率の最大許容値を表します。DI/DTを超える上昇率
の電流は、全断面が導通しないうちに小さな部分の
電流密度が上昇して局所的な過熱点を生じさせ、装
置が徐々に劣化します。その結果、後になって過剰
損失や短絡が生じることになります。高DI/DTの原
因としては、負荷インピーダンスが低いことや静電
性の負荷が考えられます。

ソリッドステート装置の製造業者は、通常、電圧 /
電流の急激な上昇を抑える措置を機器の内部で講じ
ています。そうでない場合は、必要な追加措置を
ユーザが外部的に講じて所定の設置条件を満たすよ
うにしなければなりません。

2.6 サージ電流
製造業者の指定する値を超えるような電流は、ソ
リッド・ステート・コントロールに悪影響を及ぼし
ます。電流抑制措置を講じる必要があります。

C.2.6 サージ電流
製造業者によってサージ電流の許容値が指定される
ことがあります。これは周波数の1/2周期に対して許
容される最大正弦電流を指定するという方法が一般
的です。この情報に基づいて、ヒューズの選択や、
その他の電流抑制措置が講じられます。

短時間の過電流を許容するアプリケーション (例え
ば、モータの始動)では、一定期間内に装置に過電流
を流す回数を製造業者の指定する回数以内にしなけ
ればなりません。この回数の仕様はホットスタート
とコールドスタートのどちらが要求されているかに
よっても変わることに注意してください。ホットス
タートとは、過電流発生時にソリッド・ステート・
コンポーネントが動作前歴によって通常の動作温度
かそれに近い状態にあることを意味します。また、
コールドスタートとは、過電流発生時にソリッド・
ステート・コンポーネントが40℃以下の状態にある
ことを意味します。
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2.7 過渡電圧
製造業者の指定する値を超えるような過渡電圧は、
ソリッド・ステート・コントロールに悪影響を及ぼ
します。電圧抑制措置を講じる必要があります。

C.2.7 過渡電圧
ソリッドステート装置は過電圧に特に敏感です。
定格ピーク電圧を超えると、それが1秒の何分の一で
も永久損傷が生じる恐れがあります。デバイスの結
晶組織が回復不能な変化を受けて、デバイスが永久
的にオフできなくなります。この状況は、エレクト
ロメカニカル装置で接点が溶着したときと外的な症
状がまったく同じです。

最小保持電流
トライアックとSCRについては最小保持電流も考慮
する必要があります。負荷電流が最小保持電流 (一
般には25～100mA)以下になると、トライアック /
SCRはオフし、再びトリガされるまでオフ状態にな
ります。つまり、非常に軽い負荷では、回路をオン
にしたり全負荷電流を通したりすることができなく
なります。こうしたケースでは、最小負荷を維持す
るために、ブリーダー抵抗器と呼ばれる負荷抵抗が
出力に接続されます。また、特別な回路上の工夫に
よってこの問題に対処している機器もあります。

第3章 アプリケーションの指針

3.1 アプリケーションに関する全般的な予防措置

3.1.1 回路に関する注意事項
出力装置の短絡、配線変更、メモリ破壊、コンポー
ネントやロジックデバイスの絶縁障害などが原因で
生じる誤動作については、作業員の安全に注意した
電子回路の保護対策を講じる必要があります。

作業員の安全に特に関係する「最終的な停止」回路
や「非常停止」回路については、その機能をソリッ
ド・ステート・ロジックとは独立したエレクトロメ
カニカル装置で直接制御することをお奨めします。
このような回路では、制御回路への電圧印加によっ
てではなく電力遮断によって停止機能が始動される
ようにすべきです。そうすれば、システムが故障し
ても回路制御が確実に働くようになります。

C.3.1.1 回路に関する注意事項
ソリッドステート装置の大半の故障モードはオン状
態で生じます。この故障モードおよびNEMA規格で
言及されているその他のタイプの故障が、プロセス
やマシンの事故対策としてシステムに安全回路を設
けるべきであるという理由となっています。

安全回路としてソリッドステートを使用する場合
は、推奨されているハード配線されたエレクトロメ
カニカル回路に相当する安全機構を回路設計に組込
むべきです。具体的には、冗長回路、フィードバッ
クループ、診断機構、インタロック、プログラムの
重要部分のROM化などを検討してください。

断線や接点の腐蝕などが検出されないという状況を
防ぐため、制御装置の停止回路は電圧印加時ではな
く遮断時に作動するように設計すべきです。また、
非常停止ボタンやプルコードなどをマシンの適当な
場所に備えて、マシンの動作を制御する装置の電源
をオペレータがいつでも簡単に遮断できるようにし
てください。

発電制動や回生制動などの停止方法もあります。
発電制動 /回生制動の機能を実現するためには、停
止モードの間、機器の制御回路 (またはその一部)の
電力が維持されていなければなりません。しかし、
その場合も、断線や接点の腐蝕などが検出されない
という状況を防ぐために、停止押しボタンやプル
コードなどのオペレータ・インターフェイス・コン
ポーネントを常時閉接点で接続しておかなければな
りません。さらに、発電制動 /回生制動を非常停止
として使用する場合は、マシンが停止状態に移行し
かけたら直ちに電源回路を遮断する機構を設けてお
くべきです。
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3.1.2 電源投入/電源切断に関する注意事
項

電源投入 /電源切断の直後はソリッドステート出力
の動作が不安定になるので、そのような状況で危険
な動作が生じないような対策をシステム設計時に講
じるべきです。

C.3.1.2 電源投入/電源切断に関する注意事
項

電源投入 /電源切断時のシステムの応答によって正
常運転時には考えられないような事故が発生するこ
とがあります。例えば、DC電源の電圧変化によって
ソリッドステート出力の動作が不安定になるケース
があります。予期しない出力が生じないようにする
ために、大抵の電源には電源投入遅延回路が組込ま
れています。これは電源の出力電圧が所定のレベル
に達してから、ソリッド・ステート・ロジックおよ
び出力回路に電力を供給するものです。この保護機
構がシステムのDC電源に組み込まれていない場合
は、電源の外部に遅延回路を設けて出力装置への電
力供給を遅らせることもできます。

システムのすべての電源を同時に失った場合は、通
常、マシンの動作に必要な電力も停止するので事故
は発生しません。しかし、電力以外の動力を制御す
る場合は、予期しないマシンの動作を阻止するため
に動力インタロック回路を設ける必要があります。
また、複数の電源を有するシステムで、1つの電源が
失われると不安定な動作や事故につながる可能性が
ある場合は、自動停止機能を有する電源インタロッ
ク機構を装備すべきです。電力の供給または遮断を
一定の順序で行なわなければならないシステムで
は、自動電力供給シーケンスを実装すべきです。
さらに、停止または非常停止シーケンスで発電制動
をメインで使用する場合は、惰力停止が事故を引き
起こす可能性を防ぐため、代替安全策として電力損
失時の自動機械制動機構を装備すべきです。

電源停止やシステム停止の最中に、予期せずに電源
が復旧したため事故が発生することがあります。
そうしたケースでは、システムに再度電力を供給す
る前に、オペレータが明示的に操作を行なわなけれ
ばならないような機構を設けるべきです。
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3.1.3 冗長回路とモニタ機構
ソリッドステート装置を、危険と判断されるような
処理の制御に使用する場合は、システムに冗長回路
とモニタ機構を設けることを強くお奨めします。
モニタ回路では、実際のマシン /プロセスの動作が
コントローラのコマンドと一致しているかチェック
します。そして、マシン、プロセス、モニタシステ
ムに障害が発生した場合は、安全停止シーケンスを
起動します。

C.3.1.3 冗長回路とモニタ機構
ソリッド・ステート・コンポーネントの正規の動作
は、半導体材料分子の内部構造を変える電気信号
を、明示的に入力することで制御されます。しか
し、残念ながら分子の内部構造は、擬似入力信号に
よっても変化を受けることがあり、その事象を外部
から検出する手段はありません。つまり、ソリッド
ステート装置は、検出不能なランダムな原因による
誤動作を免れません。こうした状況に対処するため
に、冗長回路とモニタ機構を設けることを特に強く
お奨めします。

冗長回路を使用する場合は、危険モード時に同じ原
因で同時に故障が生じないようにするために、同じ
故障原因の影響を受けにくい異種のコンポーネント
を冗長エレメント用に使用してください。

マシンやプロセスによっては、電力を単に遮断する
のではなく、「安全停止シーケンス」を実装すること
も必要です。例えば、慣性が高くて危険なアクセス
ポイントを有するマシンとか、一定のシーケンスで
停止しないと不安定になるプロセスなどが対象とな
ります。そのようなアプリケーションの制御システ
ムでは、それぞれの事故に備えて、次のような対策
を講じる必要があります。
! 主回路が故障したとき、制御機能を冗長装置に転
送する。

! アラーム回路 /診断機構で、修復に必要な信号
を発生させて故障箇所を特定し冗長性を維持す
る。

! メイン電源を失ったときに自動的に切換わるバッ
クアップ電源を装備する。

3.1.4 過電流保護
負荷短絡からトライアックやトランジスタを保護す
る、密整合の短絡保護装置 (SCPD)が組込まれてい
ることがよくあります。これらのSCPDを別の装置に
置き換える場合は、製造業者の推奨する装置だけを
使用してください。

C.3.1.4 過電流保護
ソリッドステート装置は、一般に密整合の短絡保護
装置 (SCPD)によって負荷短絡、アース短絡、相間
短絡から保護されていますが、アプリケーションに
よっては、小～中程度の過電流からソリッドステー
ト装置を保護するために、追加的な保護対策を講じ
る必要があります。詳細は、製造業者にお問い合わ
せください。

3.1.5 過電圧保護
トライアック、SCR、トランジスタなどのデバイス
を過電圧から保護するために、バリスタ、ツェナー
ダイオード、緩衝回路網などのピーク電圧クランピ
ングデバイスを回路内で併用することをお奨めしま
す。

C.3.1.5 過電圧保護
2.7項を参照してください。
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3.2 回路の分離に関する必要条件

3.2.1 電圧の分離
ソリッド・ステート・ロジックの回路では、低レベ
ルの電圧 (例えば、DC32V以下)が使われます。一
方、入出力系では、多くの場合、高レベルの電圧 (
例えば、AC120V)が使われます。インターフェイス
の設計を適切に行なわないと、低レベルと高レベル
の回路間で不要な干渉が生じて低電圧回路側の故障
の原因となり、潜在的な危険性が増大します。適切
な分離テクニック (リミッタインピーダンスやClass
2回路)を実装した入出力回路構成を選定してくださ
い。

C.3.2.1 電圧の分離
Class 2回路の詳細な仕様は、『Article 725 of the
NationalElectrical Code,NFPA 70』を参照してくだ
さい。

3.2.2 絶縁方法
絶縁素子の特に重要な機能は、低レベルの回路から
高レベルの回路を分離して、障害が一方からもう一
方のレベルへ伝わらないようにすることです。

一般に、絶縁トランス、パルストランス、リードリ
レー、オプティカルカプラなどを使用して、低レベ
ルのロジック信号が高レベル回路の電力デバイスに
伝えられます。絶縁インピーダンスも、ロジック信
号を電力デバイスに伝える手段として使われます。

C.3.2.2 絶縁方法
左欄に示されている各種のコンポーネントを利用す
ることに加えて、電力回路の配線とロジック回路の
配線を分離する特別な配線テクニックがあります。
ロジックの配線は可能な限り、専用の仕切られた導
管の中を通すようにしてください。導管の代用とし
て多芯のシールドケーブルも有効です。また、ロ
ジック信号のためにツイストペア線もよく使われま
す。特別な事情がない限り、ロジック信号の配線と
電力信号の配線を束ねることは決してしないでくだ
さい。

3.3 アプリケーションに関する特別な注意事項

3.3.1 ラダーダイアグラムの変換
エレクトロメカニカルシステム用に設計されたラ
ダーダイアグラムをソリッド・ステート・コント
ロール用に変換する場合は、エレクトロメカニカル
装置とソリッドステート装置の違いに注意しなけれ
ばなりません。ラダーダイアグラムの各接点をソ
リッドステートの対応する「接点」に置き換えただ
けでは、必ずしも希望するロジック機能や故障検出
/応答は実現されません。例えば、エレクトロメカ
ニカルシステムでは、機械的にリンクされた常時開
(NO)接点と常時閉 (NC)接点を有するリレーを接続
するだけで自己チェックが可能ですが、ソリッド・
ステート・コンポーネントには相互排他的なNO-NC
構成はありません。しかし、外部回路を使えば、入
力と「接点」の状態をサンプリングして比較するこ
とで、システムが正常に機能しているかどうかを判
定できます。

C.3.3.1 ラダーダイアグラムの変換
NEMA規格のこの項で言及されている例は、エレク
トロメカニカル (リレー)ラダーダイアグラムをプロ
グラマブルコントローラ (PC)プログラムに変換する
際の注意事項の1つに過ぎません。その他、次の基本
的な注意事項があります。

! PCプログラムはPCのCPUに対する命令で、特定
のアプリケーションのためにロジック機能やシー
ケンスを実行できるようにするものです。一般
に、PCのロジックレベルのコンポーネントが、
実際の入力、センサ、アクチュエータ装置と電気
的に分離されているのに対し、エレクトロメカニ
カルコントロールの制御回路図は、実際のプラン
トフロアに存在する装置の接点やコイルなどを含
むのが普通です。つまり、PCプログラムは主に
オープンループ制御系としての機能を実現しま
す。ただし、PCの入力を分離するプラントフロ
アの装置からフィードバックループが与えられ、
不一致検出時に修正動作を行なうようにプログラ
ムされている場合は、その限りでありません。
PCシステムのプログラマは、すべての制御経路
に暗黙に含まれている機能上および安全上の問題
を評価し、フィードバック系を適宜実装しなけれ
ばなりません。

(続く)
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C.3.3.1 (続き)
! ラダーダイアグラムをエレクトロメカニカルシス
テムとして実装した場合は、それぞれのラングで
電力を常時使用できるため、各種ラングのロジッ
クが継続的かつ同時的に実行されます (当然、エ
レクトロメカニカル装置特有の動作遅延による制
約はあるが)。一方、典型的なPCは、入力装置の
ステータスを調査し (I/Oスキャン)、ユーザプロ
グラムをシーケンシャルに実行し (プログラムス
キャン)、次のI/Oスキャンで出力を適宜変更しま
す。したがって、PCプログラムでは、シーケン
スが (特に「即時」入力 /出力などの特別な命令
をPCの許容するものとしてプログラムする場合
に)エレクトロメカニカルシステムのときよりも
重要な意味を持ちます。また、各コンポーネント
の応答特性の違いとシステムアーキテクチャの違
いにPCシステム固有のスキャンタイムが組合わ
さって、回路のタイミング特性も著しく異なりま
す。ことに、瞬間的または高速に変化する入力を
PCシステムに取り込む場合は、それをスキャン
の間に取り逃がさないように十分注意しなければ
なりません。PCのこうした特性を考慮せずにラ
ダーダイアグラムを単純に変換すると、思わぬ事
故の原因となりかねません。プログラマは、使用
するPCのユーザーズマニュアルで、PCの特性を
よく調べ、それを考慮したプログラムを作成しな
ければなりません。

! 入力端子に接続される装置の動作モードも考慮す
る必要があります。入力信号を適切に編成して、
断線や接点の腐蝕などが検出されないために信号
が消失し、危険な状況に陥る、ということがない
ようにしなければなりません。特に、停止機能の
起動は、常時開回路を閉じるという方式ではな
く、常時閉外部回路を開くという方式で行なって
ください。システムがどちらのタイプの入力も受
付けるようにプログラムできる場合であっても、
そのようにすることが大切です。

この項で説明した注意事項は、既存のラダーダイア
グラムを変換する場合だけでなく、プログラムを新
規に作成する場合にも適用されます。

3.3.2 極性と相順
入力電力と制御信号は、製造業者の指定する極性と
相順で印加しなければなりません。極性や相順を誤
ると、ソリッドステート装置を破壊する恐れがあり
ます。

C.3.3.2 極性と相順
さらに、極性や相順を誤ると、ソリッド・ステー
ト・コントロールの不安定な応答を引き起こして、
人身事故につながる恐れもあります。そのようなシ
ステムでは、誤った相順が印加されたときにインジ
ケータを点灯するような回路を設けるのが普通で
す。
システムの適当な2本の入力電力線を入れ替えれば相
順を正すことができます。システムの入力電力線を
切り離して再び接続した場合は、常にモータの回転
をチェックすることをお奨めします。
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3.4 電気的ノイズを除去するための設計段階での注意事項
ソリッド・ステート・コントロールはエネルギーレ
ベルが低いがゆえに電気的ノイズの影響を最も受け
る可能性があります。以下は、設計段階で考慮すべ
き事項です。

3.4.1 電気的な環境の評価
高レベルの電圧 /電流が高速で変化する機器 (モー
タスタータ、溶接装置、SCRタイプの可変速装置、
その他の誘導性装置など)の電源が投入されるか切断
されるとき、その各部分がノイズ源となります。
これらの装置だけでなく、よく使われる制御リレー
やそれに付随する配線も、それぞれの電力線に重大
な先鋭電圧 /電流を誘発する可能性があります。
これらの先鋭電圧 /電流に対してソリッド・ステー
ト・コントロールは耐えなければならず、耐ノイズ
性とは正にこのことを指します。

ソリッド・ステート・コントロールの指定設置現場
を調査して、電力線に悪影響を及ぼす可能性のある
機器類を特定することが大切です。指定されたソ
リッド・ステート・コントロールが接続されるすべ
ての電力線を調査して、ノイズ発生の有無、重大
度、頻度をチェックし、ノイズがある場合はシステ
ム設計にノイズ対策を盛り込む必要があります。

C.3.4.1 電気的な環境の評価
電磁波や接地不良によってもノイズは発生します。
C.3.4.3項では、このようなノイズの予防措置を説明
しています。

システムを設置してしばらく経過してから、誤動作
が生じ始めるというケースがよくあります。その原
因としては、新しく設置した機器が、既に運用され
ているシステムにノイズを誘発していることが考え
られます。つまり、システムの設置時だけ環境を評
価するのでは不十分だということです。定期的に再
チェックを行なうこと、特に他の機器を移動、変
更、新設したときはそうすることが大切です。
ソリッド・ステート・システムを設置する場合は、
さまざまなノイズ源が存在するとみなして、干渉防
止のためのシステムを導入することをお奨めしま
す。

3.4.2 耐ノイズ性を付与すべき装置の選定
設置計画を完備なものとするためには、検討対象と
なっている各システム装置の耐ノイズ性を調査する
ことが欠かせません。電気的ノイズに対する部分的
耐性を測定するテストの結果を知らせるよう、製造
業者から要求されることもあります。このような標
準テストとしては、「ANSI (C37.90a-1974) Surge
WithstandCapability Test」とNEMA (ICS 1-1983)ノ
イズテスト「The ShoweringArc Test」の2つがあり
ます。これらのテストは、ソリッド・ステート・コ
ントロールを他のエレクトロメカニカルコントロー
ル回路に直接接続するケースに適用されます。アナ
ログ式自動制御システムや高速ロジックなどに関係
する回路は、一般に電気的ノイズに対してより敏感
であるため、回路の分離がさらに重要な問題となり
ます。

電気的ノイズとノイズの重大度の評価についてのさ
らに詳しい情報は、『ANSI / IEEE PublicationNo.
518-1982』にあります。

電力線の重大な先鋭電圧が予想されるか、その徴候
がある場合は、市販の線路フィルタ、絶縁トラン
ス、限圧バリスタなどの適当なフィルタ類の使用を
検討すべきです。

システムに関係する誘導性の各コンポーネントにつ
いて、ノイズ抑制対策を講じる必要があるかどうか
を検討してください。

C.3.4.2 耐ノイズ性を付与すべき装置の選
定

誘導性の装置は、回路切断時に高い先鋭電圧を発生
させる可能性があります。この先鋭電圧は、半導体
の定格電圧を超えることでソリッドステート装置に
損傷を与える可能性もありますが、システムの他の
部分と結合してそこでノイズとなって現れるケース
もあります。さいわい、このようなノイズの影響を
抑制することは、抑制装置を使えばそれほど難しく
ありません。必要であれば、ソリッドステート装置
に一般に組込まれている抑制装置の他に、外部抑制
器を使用することをお奨めします。これを先鋭電圧
源のできるだけ近くに接続することによって、最大
限の減衰効果を得ることができます。

注：サージ抑制器はエレクトロメカニカル装置のド
ロップアウト時間を増加させます。



11

3.4.3 最大限のノイズ抑制効果を得る配線
設計

設置現場と電源の導線を調査した後、ノイズを抑制
するシステム配線設計を検討する必要があります。

導電性のノイズは、入力線、出力線、電源線との接
続点からソリッド・ステート・コントロールに入り
ます。

入力回路はノイズの影響を最も受けやすい回路で
す。ノイズは、近接する線と線の間の静電誘導か、
大きな電流が流れる近接線からの電磁誘導で入り込
みます。一般的な設置現場では、信号線と電力線を
分離してください。さらに、製造業者の勧告に従っ
て信号線を適切な経路で配線し、シールドを施すこ
とも必要です。

システムの配置についての計画を立てるときは、接
地の施行に注意しなければなりません。設計内容に
よって接地要件が変化するため、製造業者の勧告に
従うことが大切です。

C.3.4.3 最大限のノイズ抑制効果を得る配
線設計

電磁波によってもノイズは生じます。例えば、携帯
無線機や、各種の固定送信局から放射される無線周
波 (RF)エネルギーが考えられます。密結合がなくて
も安心はできません。システムに入る各種の線がア
ンテナの働きをするからです。無線周波信号に対す
る耐ノイズ性を実証するには、3.4.2項のテストでは
不十分です。建物の構造や機器の設置状況がそれぞ
れ異なるため、機器製造業者が無線周波源について
意味あるテストを実施することは困難です。RF電磁
場は、金属の塊がある程度の規模で集中していると
影響を受けます。例えば、鉄骨梁、配管、ダクト、
金属カバーなどです。
また、フォーク・リフト・トラックなどの建設機械
や、コンベヤで移送されている製品などもRF電磁場
に影響を与えます。

設置現場がこのようなノイズを受ける場合は、予想
される無線周波エネルギーレベルに対する耐ノイズ
性をソリッド・ステート・システムが有しているか
実証するために、徹底したテストを行なう必要があ
ります。場合によっては補正措置を講じなければな
りません。具体的には、ソリッドステート回路 /接
続配線をシールドすること、ソリッドステート装置
とRF源との間の安全動作距離を保つための制限を設
けることの2点を行なう必要があります。

産業分野における接地の施行は、しばしば誤解さ
れ、一般的に無視されているのが現状です。接地不
良は、ソリッド・ステート・システムの多くの問題
の原因となっています。給電システムの回路導線の
1つを意図的に接地するという方式は広く認められて
おり、一般に多くの電気法規で遵守すべき事項とさ
れています。しかし、機器や導線を囲むシステムの
非導電部も接地しなければなりません。各種の法規
や規格に従うという意味のほか、機器を接地するこ
とには次の目的があります。

1. 電導性表面間の電位差を小さくして感電事故を防
止する。

2. 障害電極電流の通り道を与えて電源回路の保護装
置を働かせる。

3. 筐体内の機器に到達する可能性のある、電気的ノ
イズや先鋭電圧を減衰させるとともに、それらの
機器が周囲に及ぼす電気的ノイズも減らす。
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3.5 オフ電流対策

3.5.1 オフ電流
トライアック、トランジスタ、サイリスタなどのソ
リッド・ステート・コンポーネントでは、その性質
上、オフ状態のときも「オフ電流」と呼ばれる小さ
な電流が流れています。

オフ電流の一部は、これらのコンポーネントを保護
するデバイス (CRスナバなど)によるものです。

C.3.5.1 オフ電流
2.3項を参照してください。

3.5.2 オフ電流に関する予防措置
オフ状態の装置を流れるオフ電流は、感電事故につ
ながるので、回路や負荷を操作する場合は、その前
に装置を電源から切り離してください。

オフ状態の出力装置のオフ電流が、入力装置に流れ
ないようにする予防措置を講じる必要があります。

C.3.5.2 オフ電流に関する予防措置
ソリッド・ステート・モータ・コントローラなどの
電力スイッチング装置のオフ電流は、致命傷を与え
る恐れがあります。制御回路の停止ボタンを押して
電源を切るだけでは万全でありません。電源に接続
された状態のソリッドステート装置には、オフ電流
が流れ続けているからです。回路を操作したり回路
の露出部分に近づく場合は、機器をすべての電源か
ら切り離すことをお奨めします (『NFPA 70E, Part
II』を参照)。

ソリッドステート回路の動作電圧が低いからといっ
て、感電事故の危険性がないと考えてはいけませ
ん。床が濡れていたり作業場所の湿度が高いと、人
体のインピーダンスが低下して、低電圧のオフ電流
でも感電事故をひき起こします。

通電状態の機器を操作する場合は、5.2項「予防保
全」に述べられている指針に従ってください。作業
員の安全に関するそれらの措置に加えて、通電状態
のシステムで測定を行なう場合は、以下の注意が必
要です。第1に、高感度の計器はオフ電流で損傷する
恐れがあります。第2に、高感度の計器で「導通テス
ト」を行なうと、オフ電流の影響で判定を誤る可能
性があります。

オフ状態で漏れ電流を生じる可能性のある (ソリッ
ドステートまたはエレクトロメカニカル)装置を使用
してソリッド・ステート・コントロールの入力を供
給する場合は、C.2.3項の予防措置が適用されます。
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3.6 環境条件の維持

3.6.1 温度
ソリッドステート装置は、製造業者の指定する温度
範囲でのみ動作させなければなりません。これらの
装置は熱を発生するので、装置の周囲温度が製造業
者の指定する温度範囲を超えないように注意する必
要があります。

ソリッド・ステート・システムの主な熱源は、電源
装置の放散するエネルギーです。動作温度を低く抑
えると機器の寿命が延びるので、製造業者の「最大
/最小周囲温度」指針 (周囲温度とは冷却用空気の温
度のこと)を遵守することが大切です。ソリッドス
テート装置の動作温度が製造業者の推奨する温度範
囲で安定しないうちに、制御機能への通電を行なっ
てはなりません。

システム設計を評価するときは、筐体内部の熱源で
周囲温度を上昇させる可能性があるものを見落とさ
ないようにしてください。例えば、電源、トラン
ス、輻射熱、直射日光、炉、白熱電球などを評価の
対象に入れなければなりません。

システムの置かれる環境の周囲温度が非常に高い場
合は、特別な冷却措置を講じる必要があります。
具体的には、(フィルタ付き)冷却ファン、渦式クー
ラー、熱交換器、室内空調などの方法が考えられま
す。

特別な冷却が必要なシステムでは過熱センサの使用
をお奨めします。また、空調は結露対策としても有
効です。

C.3.6.1 温度
動作温度が定格最大温度を超えると、短期間のうち
に多くの故障が発生します。周囲温度の上昇によっ
て不快な現象が生じることもあります。ただし、そ
うした現象は普通は一時的なものであり、温度が下
がれば元の正常な動作が再開されます。

動作温度が定格最小温度より下がると、ソリッドス
テート装置は機能を停止します。寒冷環境での運用
は避けるべきです。そうでなければ機器の筐体内部
にヒータを取付けてシステムの温度を定格最小温度
まで上昇させてから、システムの電源を投入してく
ださい。

換気措置が施されていない筐体の内部で循環する空
気は、機器が動作状態にあると、それが設置されて
いる室内よりも温度が高くなります。産業分野の典
型的な環境で、温度差は10～20℃程度と考えられま
す。

2.1項も参照してください。

3.6.2 汚染
雰囲気汚染に対する保護対策が適切に施されていな
いシステムでは、湿気、腐蝕性のガス /液体、導電
性の塵などが悪影響を及ぼします。

これらの汚染物質がプリント回路基板に堆積して導
線間をショートさせると、回路の誤動作を引き起こ
します。これはノイズ、不安定な制御動作、または
最悪の場合には永久的な機能不全へとつながりま
す。また、塵が厚く堆積するとボードやヒートシン
クの冷却を阻害し、やはり誤動作の原因となりま
す。ヒートシンクに塵が堆積すると、その熱効率が
低下します。

この予防措置としては、室内の空調に注意するか、
またはシステムのために特別な筐体を用意すること
が考えられます。

C.3.6.2 汚染
一般にソリッド・ステート・システムのモジュール
は、プリント回路基板に取付けられた電子デバイス
で構成され、導線間の間隔が比較的狭いのが普通で
す。湿気は故障原因となる雰囲気汚染の1つです。
湿気のためにプリント回路基板に結露が生じると、
電圧が印加されたとき導線間の「電気メッキ現象」
でボードのメタライゼーション (金属化)が生じま
す。低インピーダンスの回路の場合は、この導電性
の経路は即座に焼けて開放され、再び形成されて焼
けるというサイクルを繰返します。この繰返しは不
安定な動作につながります。一方、高インピーダン
スの回路の場合は、短絡が永久的な機能不全を引き
起こす可能性があります。一般に機器の仕様では相
対湿度の暴露限度が規定されていますが、結露が生
じないようにするための適切な予防措置は必要で
す。腐蝕性のガス /液体が存在すると、湿気による
故障が加速されます。それは水分被膜の導電性を高
め、エレクトロマイグレーションがより速いペース
でしかも低い電位で生じるようになるからです。



14

3.6.3 衝撃と振動
過度な衝撃 /振動はソリッドステート装置に損傷を
与える恐れがあります。損傷を最小限に抑えるには
取付けに関する特別な措置が必要です。

C.3.6.3 衝撃と振動
一般にソリッド・ステート・システムは可動部分が
ないので、衝撃と振動に対しては耐久性がありま
す。しかし、比較的高レベルの衝撃や振動がある場
合は、しっかり固定されていないと回路基板が噛み
合わせコネクタから外れることがあります。また、
回路基板に亀裂が入ったり、ソケットからコンポー
ネントが抜けたり、コンポーネントのリード線と
ボードとのはんだ付接続が外れたりします。一般に
ソリッドステート装置では、冷却のための空気流を
考慮する場合以外は、部品の取付け位置が問題とな
ることはあまりありません。

3.7 安全教育
実用的なソリッドステート回路を設計するために
は、システムの機能面だけでなく安全面に関して
も、基本的な判断をできるだけの十分な知識が必要
です。

ソリッド・ステート・コントロールに関る要員は、
全員がそのコントロールの機能および限界について
の教育を受ける必要があります。具体的には、プラ
ント内設備据付者、オペレータ、保守要員、システ
ム設計者が対象となります。
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第4章 設置に関する指針

4.1 設置および配線の施行

4.1.1
設置および現場配線を適切に施行することは、ソ
リッド・ステート・コントロールのアプリケーショ
ンにおける最重要課題です。配線を適切に施行する
ことによって、機器の誤動作の原因となる電気的ノ
イズの影響を最小限に抑えることができます。

ユーザと設備取付者は、設置および配線に関する手
順説明書を十分に理解し遵守するとともに、関連法
規や規格などに関しても同様に遵守しなければなり
ません。また、製造業者の手順説明書で言及されて
いない状況が生じた場合は、問題の装置もしくはコ
ンポーネントについて、その製造業者に相談する必
要があります。

4.1.2
ソリッド・ステート・コントロールの設置では、電
気的ノイズに特に注意しなければなりません。配線
の施行方法は状況によって変わります。しかし、電
気的ノイズを抑えるために注意すべき基本的な事項
は、次の通りです。

1. ノイズによってコントロールの機能不全や誤動作
がひき起こされないようにするために、電気的ノ
イズ源と高感度機器を物理的に十分遠くに引き離
すこと。

2. 微小信号線と電力 /制御導線を物理的に仕切る
こと。この仕切りには、導管、配線トレー、また
は製造業者の推奨するその他の機材を使うことが
できます。

3. 磁気妨害を抑えるために、特に重要な信号回路や
ノイズ源となる回路では、ツイストペア線を使う
こと。

4. 静電 /電磁誘導によって低レベルの信号回路に
ノイズが混入しないようにするために、シールド
線を使うこと。

5. 1984年版の『NationalElectrical Code』①の規定の
うちで特に接地に関する条項に従うこと。電気的
ノイズを抑えるために、さらにその他の接地に関
する予防措置が必要になる場合があります。一般
に、それらの予防措置では、複数の接地経路で生
ずる接地ループ電流の問題を扱います。この点に
関しては製造業者の勧告に従ってください。

① 入手先：National Fire ProtectionAssociation,Batterymarch
Park,Quincy, MA 02269

C.4.1.2
ソリッドステート装置の設計においては、妥当なレ
ベルの耐ノイズ性を実現するために多くの努力が傾
注され、フィルタ、シールド、回路設計などのすべ
てのテクニックが駆使されます。しかし、産業現場
で発生するあらゆるノイズを受けつけないような機
器を設計することは現実には不可能です。

そこで、ソリッドステート技術をベースとしたシス
テムを設置するときは、電気的ノイズが存在するも
のと仮定し、勧告された指針に従って機器を設置す
ることで、問題をできるだけ抑えるというのが賢い
やり方です。

3.4.1項も参照してください。
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4.2 筐体 (冷却と換気)
ソリッド・ステート・コントロールの誤動作を防ぐ
上で、無視できない2つの環境依存要因があります。
1つは適切な筐体を使用することで、もう1つは最大
動作温度を抑制することです。

筐体の選定、換気、吸気フィルタ (必要に応じて)、
周囲温度については製造業者の勧告に従ってくださ
い。それらの勧告は、同じ施設内でも設置場所に
よって変化します。

C.4.2 筐体 (冷却と換気)
『NEMA StandardsPublicationNo. 250-1985, Rev. 2,
May 1988』は、筐体をタイプ番号別に分類し、それ
らの設計テスト条件の詳細を記しています。

2.1項と3.6.1項も参照してください。

4.3 静電気に対する注意点
静電気によって損傷する恐れのある装置がありま
す。それらの装置を確認し、製造業者の指定する特
別な方法で取り扱ってください。

注：これらの装置の梱包に使われているプラスチッ
ク製の梱包材は、導電性があるので、絶縁材と
して使用しないでください。

C.4.3 静電気に対する注意点
静電気 (ESD)によって生じる多くの問題は、設置 /
保守作業中のモジュールの取り扱いに起因していま
す。

製造業者の勧告に加えて、静電気による被害を回避
するために以下に示す一般的な指針に従ってくださ
い。

1. できればリストストラップを装着して、身体に帯
電した電荷を逃がすこと。

2. モジュールを扱うときは、縁を持ち、部品やプリ
ント回路の導体部分に触れないようにすること。

3. 静電気に敏感なコンポーネントを含むモジュール
を保管するときは、モジュールの梱包に使われて
いた導電性の梱包材に入れて保管すること。修理
に出す場合も同じ梱包材を使うこと。

4.4 装置の印加電圧 /周波数の適合性
通電する前に、ユーザおよび取付者は、印加電圧 /
周波数が製造業者の指定する定格電圧 /周波数に適
合していることを確認しなければなりません。

注：電圧 /周波数が適合していないと、コントロー
ルの誤動作または損傷を引き起こすことがあり
ます。
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4.5 テストに関する予防措置
ソリッド・ステート・コントロールをテストすると
きは、製造業者の指定する手順および勧告に従って
ください。

計測機器などは、製造業者がテスト用として推奨し
ているものと電気的に等価なものを使用してくださ
い。低インピーダンスの電圧計は使わないでくださ
い。

ソリッドステート装置のテストでは、高圧絶縁テス
トや絶縁破壊テストを決して行なわないでくださ
い。現場配線の高圧絶縁テストが必要な場合は、ソ
リッドステート装置を切り離してから行なってくだ
さい。抵抗計の使用は機器製造業者の勧告がある場
合だけに限り、またその勧告通り行なってくださ
い。

テスト機器は接地してください。そうでない場合は
特別な予防措置が必要です。

C.4.5 テストに関する予防措置
白熱電球やネオンランプなどの一時しのぎのテスト
装置を、ソリッド・ステート・システムの電圧
チェックに使わないでください。白熱電球は低イン
ピーダンスです。低インピーダンスの装置を測定に
使うと、実際上の電圧レベルが論理条件1から論理条
件0に変わってしまうことがあります。その結果、も
し制御対象装置への出力がオンになると、マシンが
突然動作することになります。一方、ネオンランプ
はロジック回路で一般に使われている電圧 (例え
ば、DC32V、またはそれ以下)に反応しません。した
がって、ネオンランプを測定に使うと回路の電圧レ
ベルについての判断を誤ることになります。

高インピーダンスの回路の電圧を正確に測定するた
めには、高入力インピーダンスの計器を使う必要が
あります。製造業者の勧告が特になければ、電圧の
測定には入力インピーダンス10MΩ以上の計器を使
用することをお奨めします。また、ロジックレベル
の電圧を測定するには十分な感度の計器が必要で
す。それは、低い電圧に反応しない計器があるから
です。

4.6 スタートアップ手順
製造業者の推奨するスタートアップ前のチェックと
テスト、ならびにスタートアップ手順に従ってくだ
さい。

C.4.6 スタートアップ手順
スタートアップ手順は、設置後または修正 /修理後
の安全を保障する上で重要な役割を果たします。
一定の管理された条件のもとで予行演習 (「ドライ
ラン」)を行なって制御システムの設置具合や機能を
チェックした後に、初めてシステムを運転要員に引
き継ぐことができます。

プログラミングの可能な多くのソリッド・ステー
ト・システムは、「テスト」モードとか「ドライラ
ン」モードと呼ばれるモードで動作をシミュレート
する機能を有しています。これらのモードで、ユー
ザはプログラムをチェックし、出力を無効にした状
態で明らかなプログラミングエラーを訂正すること
ができます。したがって、マシンが突然動いたり、
製造工程にある製品や機器を損傷したりする心配は
ありません。これらのモードは修理後のシステムの
動作を確認する場合にも役立ちます。

プログラミングの可能な多くのシステムは、入力お
よび出力を「強制オン」または「強制オフ」する機
能を有しています。この機能を使うと、マシンのス
イッチを物理的に操作せずに一部の操作をバイパス
できるため、トラブルシューティングや保守に要す
る時間を短縮することが可能です。ただし、この
「強制」機能を使用するときは、マシンやプロセス
の危険な動作に要員がさらされないように注意しな
ければなりません。

コントローラで工作機械やロボットを動かす場合
は、製造工程にある軟素材の製品を扱う際に、プロ
グラミング上の何分の一かの速度でパートプログラ
ムを実行してください。これにより、オペレータは
工具と部品の干渉を観察し、プログラムに修正を加
えることができます。その結果、木材、プラスチッ
ク、可削性ワックスなどの軟素材の製品で工具が破
壊されることがあっても、被害を最小限に抑えられ
ます。
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第5章 予防保全と修理に関する指針

5.1 概要
ソリッドステート電子機器をフルに動かすために
は、事前に明確な保守プログラムを策定し、それを
きちんと実施することが大切です。保守作業の種類
と頻度は動作条件に依存することは当然ですが、機
器の種類と複雑度によっても変化します。製造業者
の保守に関する勧告および製品に関連する適切な規
格に従ってください。

保守プログラム策定の参考資料としては、
『Maintenanceof Electrical Equipment』 (NFPA
70B-1983)と『Electrical Safety Requirementsfor
EmployeeWorkplaces』 (NFPA 70E -1983)がありま
す。

5.2 予防保全
以下に、保守プログラムを策定するとき注意すべき
事項を示します。

1. コントロールの構造、動作、危険性を熟知した専
門の要員が保守に当たること。

2. コントロールを停止させ、すべての電源から切り
離してから保守作業を行なうこと。通電中に保守
作業を行なわねばならない場合は、NFPA 70Eの
安全施行要領に従うこと。

3. 静電気に敏感なコンポーネントの取り扱いに注意
すること。この点に関しては製造業者の勧告に
従ってください。

4. 換気路を塞がないようにすること。空気、水、オ
イルなどの補助冷却装置に依存する機器では
(フィルタ交換なども含め)定期的な検査を行なう
こと。

5. 機器の保全のために、接地および機器 /アース
間絶縁の施行状況をチェックすること (4.5項を
参照)。

6. 半導体のヒートシンクも含め、すべての部品に堆
積した塵や埃を製造業者の勧告する手順で取り除
くこと。勧告が特にない場合は製造業者に相談す
ること。壊れやすいコンポーネントに気をつける
こと。また、剥がれた塵、埃、破片などが制御機
器の部品の間に入りこまないようにすること。

7. 筐体を点検して性能低下の徴候を発見すること。
筐体上に堆積した塵や埃は、ドアを開けたりカ
バーを外す前に必ず取り除くこと。

8. 保守または修理作業の過程で生じた危険物質 (例
えば、一部の液体誘電体コンデンサではPCB (ポ
リ塩化ビフェニル)が使われていることがある)
は、『米国連邦規制基準』に従って処置するこ
と。

C.5.2 予防保全
ソリッドステート装置では、保存寿命の長さとエネ
ルギー重量比の高さが買われてリチウムバッテリが
メモリバックアップ用によく使われます。リチウム
は大変反応性の高い金属で、皮膚などに触れると発
火する恐れがあります。バッテリは密封されている
ので、無理な取り扱いをしない限りリチウムとの接
触は問題となりません。規定外の用途に使わないこ
とと、丁寧に取り扱うことが大切です。機器のバッ
テリを交換するときは、取り外したバッテリを製造
業者の勧告に従って処置してください。

米国運輸省 (Departmentof Transportation)では、0.5g
以上のリチウムを含有するバッテリを装着したまま
での機器の輸送を法律で禁じています。その場合は
機器からバッテリを取り外し、米国運輸省の認める
容器で別途輸送しなければなりません。リチウム
バッテリの輸送に関しては、米国運輸省により課せ
られる制限が他にもあります。

機器の保守担当者のための参考資料としては、
『PreventiveMaintenanceof IndustrialControl and
System Equipment』(NEMA StandardsPublicationNo.
ICS 1.3-1986)があります。
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5.3 修理
機器の状態が修理や交換の必要性を示している場合
は、製造業者の手順説明書に従って慎重に作業を行
なってください。手順説明書に記載されている診断
情報に基づいて、問題の原因を特定し、修理計画を
策定します。製造業者の勧告する現場修理の範囲を
遵守しなければなりません。

ソリッドステート装置を修理するときは、機器製造
業者の推奨する交換部品を使用することが大切で
す。機器のその他の変更によって、もはや適合しな
くなった部品を使うことのないようにしてくださ
い。交換部品については、「保存寿命」による劣化が
生じていないか検査してください。また、安全面に
重大な影響を与える可能性のある再生処置や磨耗も
見逃さないでください。

修理が完了したら所定のスタートアップ手順を遂行
してください。スタートアップ時は、人身事故を防
止するための特別な予防措置が必要です。

C.5.3 修理
ヒートシンクに取付けられている電力半導体を交換
するときは、製造業者の手順説明書に正確に従って
作業を行なってください。取付け方法に不具合があ
ると、さらに別の重大な問題をひき起こす恐れがあ
ります。半導体または半導体を固定するボルトを締
めるときは、トルクレンチを使用して、規定以上の
トルクを加えないようにしてください。力が強すぎ
るとヒートシンクで半導体が損傷する恐れがあり、
逆に弱すぎると半導体からヒートシンクへの熱伝導
率が低下して動作温度の上昇を招き、結果的に信頼
性を低下させます。

保守作業中にシステムからモジュールを取り外すと
きは、慎重に作業を行なってください。一般に、故
障したモジュールは製造業者に戻されて修理されま
す。モジュールを取り外す際に物理的な損傷を与え
ると、修理費がかさむだけでなく、最悪の場合は修
理不能になることもあります。

静電気に敏感なコンポーネントを含むモジュールを
扱うときは、縁を持ち、コンポーネントやプリント
回路の導体部分に触れないようにしてください。ま
た、修理のために製造業者へ発送するときは、交換
モジュールの梱包に使われていた包装材を使用して
ください。

修理内容が製造業者の勧告する現場修理の適用範囲
を超える場合は、モジュールを製造業者に戻して修
理してください。そのようにすることの利点は、適
切に選定されたコンポーネントだけが使われるこ
と、そしてハードウェアおよびファームウェアに関
する必要なすべての改正が修理時に組込まれること
です。必要なアップデートが行なわれないと、安全
性、互換性、または性能に関する問題を引き起こす
可能性があります。その種の問題はすぐには顕在化
しませんが、修理したモジュールをシステムに戻し
てしばらくたつと問題となってきます。また、
ファームウェアが著作権法で保護されている場合
は、製造業者自身または実施権者だけがアップデー
トを行なうことが法定上許されます。

4.3項も参照してください。

5.4 保守要員に関する安全勧告
すべての保守作業は、機器の構造、動作、危険性を
熟知した専門の要員が行なわなければなりません。
また、NFPA 70Eの作業施行要領に適宜従う必要が
あります。
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